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          あ き る 野 市 教 育 委 員 会 ３ 月 定 例 会 会 議 録  

 

１ 開 催 日   平成２６年３月２５日（火） 

 

２ 開 催 時 刻   午後２時００分 

 

３ 終 了 時 刻   午後４時０７分 

 

４ 場 所   あきる野市役所 ５階 ５０５会議室 

 

５ 日    程   日程第 １ 議案第１０号 あきる野市教育基本計画（第２次計画） 

の策定について 

           日程第 ２ 議案第１１号 あきる野市教育委員会感謝状贈呈基準

の策定について 

           日程第 ３ 議案第１２号 あきる野市文化財保護審議会委員の委

嘱について 

           日程第 ４ 議案第１３号 あきる野市指定文化財の指定について 

           日程第 ５ 議案第１４号 あきる野市指定天然記念物の指定の解

除に関わる諮問について 

           日程第 ６ 報告事項（１）あきる野市就学援助費支給要綱の一部

改正について 

           日程第 ７ 報告事項（２）平成２５年度「児童・生徒の学力向上

を図るための調査」結果について 

           日程第 ８ 報告事項（３） あきる野市スポーツ推進計画市民検討  

委員会設置要綱の廃止について 

           日程第 ９ 報告事項（４） あきる野市社会教育関係団体補助金交  

付要綱及びあきる野市社会教育関係 

団体登録要綱の一部改正について 

           日程第１０ 報告事項（５） 五日市ファインプラザの休館日の変更  

について 

           日程第１１ 教育委員報告 

 

６ 出 席 委 員   委 員 長     山 城 清 邦 

           委員長職務代理者     田野倉 美 保 

           委      員     丹 治   充 
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           委      員     宮 田 正 彦 

           教 育 長     宮 林   徹 

 

７ 欠 席 委 員   なし 

 

８ 事務局出席者   教 育 部 長     鈴 木 惠 子 

           指 導 担 当 部 長     新 村 紀 昭 

           生涯学習担当部長     山 田 雄 三 

           教 育 総 務 課 長     小 林 賢 司 

           教育施設担当課長     丸 山 誠 司 

           指 導 担 当 課 長     千 葉 貴 樹 

           学 校 給 食 課 長     木 下 義 彦 

           生涯学習スポーツ課長   関 谷   学 

           スポーツ・公民館担当課長 岡 野 要 一 

           国 体 推 進 室 長     橋 本 恵 司 

           図 書 館 長     松 島   満 

           指 導 主 事     梶 井 ひとみ 

           指 導 主 事     加 藤 治 紀 

 

９ 事務局欠席者   なし 
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開会宣言   午後２時００分 

 

委員長（山城清邦君） 

   皆さんこんにちは。今年度最後になりますが、３月定例会を開催いたします。 

   本日は、教育委員全員が出席しており、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１

３条第２項に規定する定足数に達しておりますので、会議は成立しております。 

   それでは、議事日程に従い進めてまいります。  

   会議録署名委員につきましては宮田委員と丹治委員を指名いたします。よろしくお願い

いたします。 

   それでは、議事に入ります。 

日程第１ 議案第１０号あきる野市教育基本計画（第２次計画）の策定についてを上程

いたします。 

   提出者は説明をお願いいたします。 

   教育長。 

教育長（宮林 徹君） 

   議案第１０号あきる野市教育基本計画（第２次計画）の策定についての議案を上程いた

します。 

   説明は教育部長よりいたします。 

委員長（山城清邦君） 

   教育部長。 

教育部長（鈴木惠子） 

   提案理由でございますが、教育基本法に規定される教育振興基本計画として、別紙のと

おりあきる野市教育基本計画（第２次計画）を策定するので、委員会の承認を求めるもの

でございます。 

   平成２６年２月１日から３月３日までのパブリックコメントを経まして、本日提出させ

ていただきます。 

   詳細は教育総務課長から説明いたします。 

委員長（山城清邦君） 

   小林課長。 

教育総務課長（小林賢司君） 

   それでは、あきる野市教育基本計画（第２次計画）につきましてご説明させていただき

ます。 

   教育基本計画（第２次計画）につきましては、教育委員、社会教育委員、小中学校ＰＴ

Ａ連合会の代表者、公立小中学校校長会の代表者、市職員で構成した教育基本計画（第２

次計画）策定検討委員会で教育基本計画（第２次計画）（案）を策定し、１月の定例会にお

いてご承認をいただきました。その後、２月１日から３月３日までパブリックコメントを

実施しました。パブリックコメントの結果につきましては、２名の方からご意見を頂戴し、

集約いたしました。 

   なお、１月定例会でご承認いただきました第２次計画（案）につきましては、内容の変
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更はございません。 

   それでは、提出された意見の概要とそれに対する教育委員会の考え方についてご説明さ

せていただきます。 

   ２人の方からのご意見を項目に分けまして、意見の概要と教育委員会の考え方に区分を

いたしました。項目につきましては、基本施策ごとに１５項目に区分をしております。 

   まず１つ目でございますが、いじめ不登校０「ゼロ」への挑戦についてでございます。

いじめは構造的であり、数値目標は一人歩きするので、削除すべきという意見でございま

す。教育委員会の考え方でございますが、数値はその時点の背景を検証するため必要な根

拠の一つと考えておりまして、計画の実施には具体的数値目標は必要であるというふうに

考えます。 

   次に、項目２の豊かな人間性を育む教育の推進についてでございます。修身科の轍を踏

まないように意を尽くすべきという意見でございます。教育委員会の考え方でございます

が、本計画で示すように、人権教育の視点に立ちまして全教育活動を通じて豊かな人間性

を育む教育を充実させますということでございます。 

   次に、項目３の子ども読書活動の推進についてでございます。学校図書館の蔵書率を早

急に引き上げること、「使用回数を 10％増加」という根拠のない数値は削除すべきという

意見でございます。教育委員会の考え方でございますが、蔵書については計画的整備をし

ていくと。数値についても目標値であり、読書活動の充実に向けた取組に対する検証値と

なるということでございます。 

   次に、項目４の学力向上対策の強化についてでございます。「都学力調査」、「補充学習」

について、弊害が多く、中止した「全国一斉学力テスト」の愚を繰り返さないということ

という意見でございます。本調査は、東京都教育委員会が、学習指導要領に示されている

目標及び実現状況及び「読み解く力に関する内容」の定着状況を把握し、指導方法の改善

に結び付けることにより、児童・生徒一人一人の「確かな学力」の定着と伸長を目的とし

て実施しているものであり、結果を基に補充学習等を行い、学力の定着と向上に努めると

いう教育委員会の考え方でございます。 

   次に、項目５の学力向上対策の強化についてでございます。「小中一貫教育の中で学力向

上対策を明確にし」とあるが、従来小学校と中学校は一貫した教育である。単に受験に特

化した学力向上とも見受けられる。見直しが必要ではないかという意見でございます。教

育委員会の考え方でございますが、従来小学校と中学校は学習指導要領に基づき一貫性の

ある教育を実施してきました。本市が推進する一貫教育は、小中学校の教員が児童生徒の

長所や課題を分析し、共有して９年間を見通した学習指導計画や生活指導を充実させてい

くもので、受験勉強に特化したものではないというものでございます。 

   続きまして、項目６の体力向上・健康増進に向けた取組についてでございます。中学生

「東京駅伝」の実施による体力向上策の実施において、大会の参加・不参加の決定につい

ては学校に委ねられるべきという意見でございます。教育委員会の考え方としましては、

本市の体力向上策は、小中一貫教育を踏まえ、各中学校区を中心に全児童生徒が取り組み、

「東京駅伝」への参加はその一部であり、大会に参加する選手の選抜は市内の６中学校に

委ねているということでございます。 



- 5 - 

 

   次に、項目７の特別支援教育の推進についてでございます。この基本施策７の特別支援

教育の推進については、６項目の意見をいただいております。 

   まず、７年間の目標の文中にある「身に付けた能力を更に高めるとともに、生活や学習

上の困難を改善し、克服するための適切な指導や支援を進めることが重要です。」との表記

については、個人の能力を伸ばすことにより障害の克服・軽減を図るという医療モデルに

基づいた考え方であり、障害者権利条約で提唱されている社会モデルではないため、不適

切であるというご意見でございます。教育委員会の考え方でございますが、本市では一人

一人を大切にする特別支援教育の推進を考え方の基本として教育施策を展開しております。

文中の表記につきましては、学校教育法第７２条に基づいた表現であり、不適切な表記と

は考えておりませんということでございます。 

   次に、項目８の３年間の目標で、「校内委員会の充実について」の表記が重複していると

いうご意見でございます。これは重複しておりますので、「各校の校内委員会を」で始まる

方を削除いたします。 

   続きまして、項目９の３年間の目標の中の「各学校の実態等に即して、巡回相談員や専

門医を派遣するとともに、特別支援学級（固定）には介助員を配置します」とあるが、こ

の計画に合わせて特別支援学級に配置する介助員については、特別支援学級に通う子ども

たちのことをしっかり学んだ人を配置するなど、人的環境の整備が必要ではないか、とい

う意見でございます。教育委員会の考え方としましては、特別支援学級の介助員について

は、特別支援教育の知識をもつ人材の全学級配置は難しいことから、同学級の教員から指

導助言を受け、経験の中で専門性を高めていきます。今後は夏季休業日中に実施する特別

支援教育にかかわる研修への参加を促していきますというものでございます。 

   次に、項目１０の副籍・共同学習は圧倒的に日数が少なく、親への負担の上に成り立つ

構造なので、地域での基盤づくりにおいて高い効果が見込めない。あきる野市としての具

体的な運用法を計画的に盛り込んでほしいという意見でございます。教育基本計画は教育

全般に係る７年間の計画であるため、個々の具体的な内容ではなく、大きく方向性を示し

ています。副籍交流事業や共同学習については、平成２６年度に策定を予定しております

「特別支援教育推進計画（仮称）」の中に東京都のガイドライン等を踏まえ示していきたい

と考えておりますという教育委員会の考え方でございます。 

   続きまして、項目１１の第１次計画で示されていた「相談支援ファイル」について、第

２次計画では示されていないがなぜかという意見でございます。この意見に対しましては、

「相談支援ファイル」の作成や活用等については項目９と同じで、平成２６年度に策定す

る「特別支援教育推進計画（仮称）」に盛り込んでいきますということでございます。 

   次に、項目１２の２０１４年の「障害者権利条約」批准を受けて、①「障がいがあるな

ど特別な支援を必要とする児童・生徒に限らず、全児童・生徒を対象として、一人一人が

必要な指導や支援を受けられる教育を推進します」と強調されている。内容はすばらしい

が障がいのある子どもへの支援が希薄と感じると。②として、障害者権利条約批准を受け

ての教育委員会の見解が、本計画では全く見えてこない。あきる野市の障がい児に対する

教育委員会の取組に遅れが生じ、不利益を被る市民がでる。③としまして、就学相談の判

定については、中度等から重度障害をもつ子どもたちは東京都に任せ、あきる野市では受
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け入れてくれないといった気持ちにさせられる。分離教育の推奨は、障がい者差別に当た

ると思われることから、障害種別や程度にかかわらず、すべての児童が地域の普通学級や

特別支援学級・通級へ通える体制整備を計画に入れてほしいという意見でございます。 

まず、①につきましては、すべての子どもに等しく必要な指導や支援を行っていくこと

を示していますので、障がいのある子どもへの支援が希薄になるということはないという

ものでございます。②につきましては、本計画においては、項目７や①で示したとおり、

今年１月の批准以前から障がいのある子どもたちに対する教育施策を実施していますとい

うことでございます。③につきましては、本市では一人一人を大切にする特別支援教育の

推進を考え方の基本としており、個々の児童生徒に必要な指導や支援を受けられる教育環

境を提供するという視点で就学相談を実施しており、本事業については項目１０で示した

とおり平成２６年に策定を予定している「特別支援教育推進計画（仮称）」に盛り込んでい

きますというものでございます。 

続きまして、項目１３の教員の資質・能力の向上でございます。「毎年５人以上の東京教

師道場部員や都研究員を輩出できる学校体制の確立」とあるが、５人以上の表記を削除す

べきというご意見でございます。この意見に対する教育委員会の考え方としましては、教

員は教育基本法第９条により「自己の崇高な使命を深く自覚し絶えず研究と修養に励み、

その職責の遂行に努めなければならない」とされており、この表記はその取組過程の目標

値の一部と考えているということでございます。 

続きまして、項目１４の学校施設・設備の整備についてでございます。新学校給食セン

ターのＰＦＩ事業導入は、市の関与が間接的になり、安全な給食の保障がないため反対で

すというご意見でございます。この意見に対する教育委員会の考え方としましては、ＰＦ

Ｉ事業導入後も、食材の調達・検収、献立作成は市が責任を持って実施し、調理指示等管

理体制も確実に構築し、安全な給食の提供に努めるということでございます。 

項目１５、平成２７年度に五日市開架終了とあるが、利用者が本を直接手にとれる開架

式は残すべきというご意見でございますが、ここで表記する五日市開架終了とは、図書館

資料のＩＣタグ化を進める中で、現在開架している図書に対するＩＣタグ化の終了を示し

ているということでございますので、変えるということではございませんということで、

１５項目でございます。 

パブリックコメントの結果につきましては、４月１日から３０日間市のホームページ、

市役所情報公開コーナー等で公開する予定でございます。 

以上でございます。 

委員長（山城清邦君） 

   ありがとうございました。 

   この件について何かご質問ございますか。 

   田野倉委員。 

委員長職務代理者（田野倉美保君） 

   提出された意見の概要とそれに対する教育委員会の考え方が市役所のホームページに掲

載されるということなんでしょうか。 

教育総務課長（小林賢司君） 
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   そうです。 

委員長職務代理者（田野倉美保君） 

   意見を提出された個人の方に対してではなく、ホームページ上でこの考え方を掲載する

ということでよろしいのでしょうか。 

委員長（山城清邦君） 

   小林課長。 

教育総務課長（小林賢司君） 

   そうです。この形のものが掲載されます。 

委員長職務代理者（田野倉美保君） 

   わかりました。ありがとうございます。 

委員長（山城清邦君） 

   ホームページと実際の公開の両方があるのですね。 

教育総務課長（小林賢司君） 

   そうです。市役所の情報公開コーナー等で公開する予定です。  

委員長（山城清邦君） 

   パブリックコメントの記録というのはずっと残るものなのですか。計画書が公開された

後も。 

教育総務課長（小林賢司君） 

   事務局で消さない限りは残っています。去年学校給食センターのパブリックコメントを

実施しましたが、それもまだ掲載されています。別に、計画書もホームページで見られる

ようになっています。 

委員長（山城清邦君） 

   ほかにご質問は。よろしいですか。 

《なし》 

委員長（山城清邦君） 

これで基本計画に関する手続が終了して、これでもう完成ということになるのでしょう

か。 

   鈴木部長。 

教育部長（鈴木惠子君） 

   本日の決定をもってこの策定が完了になります。  

   本日承認いただけましたら、議会にも報告書を提出させていただきたいと考えておりま

す。 

委員長（山城清邦君） 

   議会には報告ということですね。 

教育部長（鈴木惠子君） 

   はい。 

委員長（山城清邦君） 

   策定に関しては長い時間かけて、皆さんいろいろ知恵を絞られて、いいものができたと

思います。大変どうもご苦労さまでございました。 
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   質問がないようでしたら、質疑を終了いたします。 

   それでは、議案第１０号あきる野市教育基本計画の策定については、原案のとおり承認

することに異議はございませんか。 

《異議なし》 

委員長（山城清邦君） 

   異議なしと認めます。 

   日程第１議案第１０号あきる野市教育基本計画の策定については、原案のとおり承認さ

れました。 

   続きまして、日程第２ 議案第１１号あきる野市教育委員会感謝状贈呈基準の策定につ

いてを上程いたします。 

   提出者は説明をお願いいたします。 

   教育長。 

教育長（宮林 徹君） 

   議案第１１号あきる野市教育委員会感謝状贈呈基準の策定についての議案を提出いたし

ます。 

   説明は教育部長よりいたします。 

委員長（山城清邦君） 

   教育部長。 

教育部長（鈴木惠子君） 

   提案理由でございますが、あきる野市の教育、学術、技術、スポーツその他文化の振興

に功労があった個人若しくは団体又は善行が市民の模範であると認められる個人若しくは

団体に対し、感謝状を贈呈するため、あきる野市教育委員会感謝状贈呈基準を策定するこ

とについて、委員会の承認を求めるものでございます。 

   教育総務課長から説明させていただきます。 

委員長（山城清邦君） 

   小林課長。 

教育総務課長（小林賢司君） 

   それでは、あきる野市教育委員会感謝状贈呈基準につきまして概略を説明させていただ

きます。 

   まず、目的、第１条でございます。この基準につきましては、あきる野市の教育、学術、

技術、スポーツその他文化の振興に功労のあった個人若しくは団体又は善行が市民の模範

であると認められる個人若しくは団体に対する感謝状の贈呈に関し、必要な事項を定める

ことを目的としております。 

   次に、贈呈の基準、第２条でございます。感謝状の贈呈につきましては、あきる野市表

彰条例、あきる野市感謝状贈呈基準、又はあきる野市青少年善行表彰基準の規定による表

彰又は感謝状の贈呈に該当しないもので、別表に定める基準を満たしているものに対して

行うものでございます。 

   それでは、裏面の別表をご覧ください。種別につきましては９項目から成っております。

１としまして、教育委員の職にあった者で、基準が教育委員として４年以上その職 
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にあり退職した者でございます。 

   ２としまして、市立学校の校長又は副校長の職にあった者で、基準が市立学校の校長又

は副校長の職にあり、退職をした者でございます。 

   ３としまして、教育委員会が任命又は委嘱をした非常勤の特別職の職にあった者で、基

準としまして、非常勤の特別職として６年以上継続してその職にあり、退職した者でござ

います。 

   ４としまして、市立学校の教育活動を支援するもので、基準が教育活動を１０年以上継

続して支援をし、その功績が顕著な個人又は団体でございます。 

   ５としまして、青少年のスポーツ、音楽、その他文化活動の振興・発展に功労があった

者で、基準が市内の小・中学校及び高等学校の教員等で、おおむね３年以上継続して、そ

の指導により児童・生徒を、スポーツについては関東大会以上、音楽その他文化活動につ

いては都大会以上に参加させた者でございます。 

   ６としまして、伝統文化活動への功労があった者ですが、基準が東京都又はあきる野市

の指定無形（民俗）文化財の指定を受けている市内の芸能等の保持団体の指導者として１

０年以上継続して従事し、その功績が顕著な個人でございます。 

   ７としまして、スポーツ又は芸能等の文化活動において特に優秀な成績を上げたもの、

基準としまして、全国規模等の大会等に出場した個人又は団体でございます。 

   ８としまして、教育の普及又は振興において特に功績があったもので、基準が教育の普

及又は振興のために５０万円以上の現金又は換価額で時価５０万円以上の物品を寄附した

個人又は団体。なお、５０万円に満たない寄附が数回に及ぶ場合においては、その累積範

囲を５年間とするものでございます。 

   ９としまして、その他、教育委員会が特に必要と認める個人又は団体でございます。 

   附則としまして、この基準は、平成２６年４月１日から施行するものでございます。  

   以上で説明とさせていただきます。 

委員長（山城清邦君） 

   説明ありがとうございました。 

   何かご質問がありましたらどうぞ。 

   宮田委員。 

委員（宮田正彦君） 

   青少年のスポーツの項目、関東大会以上というのは優秀な成績を上げないと該当になら

ないかと思うのですが、例えば今回パラリンピックに出場した森井大輝選手は、７番のほ

うで該当になるのでしょうか。 

委員長（山城清邦君） 

   小林課長。 

教育総務課長（小林賢司君） 

   森井大輝選手の場合は、あきる野市表彰条例のほうに該当すると思われます。 

委員長（山城清邦君） 

   今たまたま話が出ましたけれども、感謝状の体系といいますか、一番栄誉ある表彰とい

うのはどちらになるのですか。 
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   鈴木部長。 

教育部長（鈴木惠子君） 

   市としては市民表彰が一番上位になります。教育関係についてはこれまで規定がありま

せんでしたので、教育で功労のある者を対象に市としての表彰以外に基準を設けられたら

と。 

教育長（宮林 徹君） 

   青少年の善行表彰があるよね。これは上の位置づけでやっていくわけだよね。 

教育部長（鈴木惠子君） 

   善行表彰については、主に児童生徒が優秀な成績をとった場合が対象になっておりまし

て、２５歳以下が対象年齢となっております。そこに該当するのは既に規定もあり、長い

間表彰もしておりますので、それ以外を対象にということで今回感謝状の基準をつくりま

した。 

委員長（山城清邦君） 

   今まで市の表彰規程では対象とならなかった分野ということですね。 

教育長（宮林 徹君） 

   そうですね。そういう人たちを対象にということですよね。 

委員長（山城清邦君） 

   別表の２番の市立学校の校長または副校長の職にあり、退職した者というのは、こちら

の左の種別のほうでは市立学校の校長または副校長の職にあった者になっています。例え

ば異動されて、ほかの市町村へ行って退職した場合はどうなるのでしょうか。 

   小林課長。 

教育総務課長（小林賢司君） 

   あきる野市教育委員会の感謝状なので、市内で退職した方が該当になります。 

委員長（山城清邦君） 

   退職時にあきる野市の市立学校にいた場合という意味ですね。 

教育総務課長（小林賢司君） 

   毎年５月の歓送迎会のときにお渡ししている感謝状贈呈がこちらになります。 

委員長（山城清邦君） 

   山田部長。 

生涯学習担当部長（山田雄三君） 

   補足をさせていただきます。先ほどご質問の中でスポーツ関係、森井大輝選手のお話が

ございましたが、あきる野市にはあきる野市民栄誉賞というものがございます。こちらは

特に学術、芸術、文化、スポーツ等の分野において国際的に功績が顕著であったと認めら

れる者または団体に対して行うものになります。森井大輝さんについては市民栄誉賞第１

号として授与されております。スポーツ分野においては、市としては一番の賞になります。 

   以上です。 

教育長（宮林 徹君） 

   もう一つ、別表５のところで、青少年のスポーツ、音楽その他文化活動の振興・発展に

功労があった者として、市内の小中及び高等学校の教員が対象になるので、菅生高校と五
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日市高校と秋留台高校、あきる野学園の教員で該当する者も対象になるんだよね。 

教育総務課長（小林賢司君） 

   該当します。 

教育長（宮林 徹君） 

   菅生高校には３年以上指導している先生はたくさんいるよね。 

委員（丹治 充君） 

   そういう方は東京都の表彰も該当しますよね。 

教育長（宮林 徹君） 

   東京都とか国とか、また別の問題で、あきる野市としてはしたいと、そういうことです

ね。 

委員長（山城清邦君） 

   田野倉委員。 

委員長職務代理者（田野倉美保君） 

   お話を聞いていますと、生徒というよりはその指導者や教育活動に貢献をしてくださっ

ている方を対象とするという理解でよろしいでしょうか。 

教育部長（鈴木惠子君） 

   はい、そのとおりです。 

委員長（山城清邦君） 

   他にご質問ありましたらどうぞ。 

《なし》 

委員長（山城清邦君） 

   それでは、質問等がないようですので、質疑を終了いたします。 

   日程第２ 議案第１１号あきる野市教育委員会感謝状贈呈基準の策定については、原案

のとおり承認することに異議はございませんか。 

《異議なし》 

委員長（山城清邦君） 

   異議なしと認めます。 

   日程第２議案第１１号あきる野市教育委員会感謝状贈呈基準の策定については、原案の

とおり承認されました。 

   続きまして、日程第３ 議案第１２号あきる野市文化財保護審議委員会委員の委嘱につ

いてを上程いたします。本件は人事案件ですので、非公開で会議を進めたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

《異議なし》 

委員長（山城清邦君） 

   それでは、非公開で会議を進めます。 

    

＝非公開＝ 

 

委員長（山城清邦君） 
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質問等がないようですので質疑を終了いたします。 

   日程第３ 議案第１２号あきる野市文化財保護審議会委員の委嘱については、原案のと

おり承認することに異議はございませんか。 

《異議なし》 

委員長（山城清邦君） 

   異議なしと認めます。 

   それでは、議案第１２号あきる野市文化財保護審議会委員の委嘱については、原案のと

おり承認されました。 

   続きまして、日程第４ 議案第１３号あきる野市指定文化財の指定についてを上程いた

します。 

   提出者は説明をお願いいたします。 

   教育長。 

教育長（宮林 徹君） 

   議案第１３号あきる野市指定文化財の指定についての議案を提出します。 

   生涯学習担当部長から説明いたします。 

委員長（山城清邦君） 

   山田部長。 

生涯学習担当部長（山田雄三君） 

   提案理由でございます。平成２６年２月２１日付、あ教生発第５９号によりあきる野市

文化財保護審議会に諮問をした珠陽院の巳待供養塔、五日市の市神様の２件について、平

成２６年２月２７日付で答申がありましたので、あきる野市文化財保護条例第２６条第１

項の規定によりまして、あきる野市有形民俗文化財に指定をしたいので、委員会の承認を

求めるものでございます。 

   説明につきましては生涯学習スポーツ課長からいたします。 

委員長（山城清邦君） 

   関谷課長。 

生涯学習スポーツ課長（関谷 学君） 

   別紙１をご覧ください。まず１点目です。指定の種別、有形民俗文化財。名称及び員数、

珠陽院の巳待供養塔１基。所在地があきる野市瀬戸岡５１１番地でございます。所有者が

宗教法人珠陽院。年代が享保１２年（１７２７年）です。石質が砂岩（伊奈石）、地元で採

れます伊奈石でございます。規模は、塔身、基礎がここに記載したとおりのものでござい

ます。８の指定理由、市内には約２，６００基の石像物が存在するが、巳待供養塔は２例

が確認されているのみであり、また多摩地域でも非常に数が少ない。珠陽院の巳待供養塔

は正面に弁財天を浮き彫りにした山状角柱の刻像塔であり、この形も大変珍しく、弁財天

の彫刻も希少である。石材は市内の横沢を中心に産出された伊奈石が使用されている。過

去に欠損して接合されてはいるものの、風化が少なく状態が大変良好で、銘文から享保１

２年（１７２７年）に瀬戸岡地域の人々によって祀られたことがわかる。地域の人々の信

仰を伝える貴重な文化財であるということでございます。 

   続きまして、別紙２をご覧ください。指定の種別、有形民俗文化財。名称及び員数、五
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日市の市神様１基。所在地があきる野市五日市１１０番地１。所有者が不詳、占有者はあ

きる野市でございます。年代は不詳、中世末から近世初頭の可能性があるということでご

ざいます。石質が珪石。規模が、高さ８５センチ、最大径が６０センチの自然石でござい

ます。８の指定理由、五日市の市の始まりは定かではないが、江戸時代後期の地誌「新編

武蔵国風土記稿」に紹介された天正２年（１５７４年）の古記録の中には「五日市」の名

が既に見える。江戸時代になると、炭の取引により市は大変栄え、通り沿いには多くの炭

問屋が軒を連ねていた。この「市神様」は五日市の市の繁栄を願って祀られていたものと

いわれ、かつては五日市６８番地付近にあったと伝えられている。自然の石をそのまま使

用し、銘文などがないために祀られた年代等は明らかではないが、承応２年（１６５３年）

の古記録に、五日市村に新市を立てて市祭りを行ったことが記されていることから、この

ときには既にこの石が市神として祀られていた可能性が高い。明治時代の初め、道路の改

修に伴って阿伎留神社境内に安置されていたが、平成１５年の五日市ひろばの整備に伴っ

て同敷地内に移され、今も地域の人々によって大切に祀られている。五日市の市の繁栄を

祈った地域の人々の信仰を伝える貴重な文化財であるということでございます。 

   以上でございます。 

委員長（山城清邦君） 

   以上、説明がありました。質問ありましたらどうぞ。 

   丹治委員。 

委員（丹治 充君） 

   貴重な文化財ということで指定をされるわけですが、指定後の周知について教育委員会

ではどのようなことをされるのでしょうか。 

委員長（山城清邦君） 

   関谷課長。 

生涯学習スポーツ課長（関谷 学君） 

   指定という行為は、第一義的にはその文化財の価値を損ねないように所有者にさまざま

な義務を課すというようなところがあります。市民にその価値を広く知っていただいて、

もちろん所有者にとってもですが、見て、活用していただくというような趣旨もございま

す。例えば珠陽院の境内にある巳待供養塔ですと、所有者のご協力をいただきながら、雨

がかからないような覆いを建てていただけるようお願いをしていくということが１つ、あ

とは、広く市民に文化財を知っていただくために現地に説明板などを立てていけたらなと

考えております。これも予算を伴うものになりますので、すぐにはできませんが、その辺

も所有者の協力を得ながら、市民の方が市の歴史の情報を学びやすくするための取り組み

をしていけたらなと考えております。 

委員長（山城清邦君） 

   文化財公開の謝礼というのがありますよね。 

   関谷課長。 

生涯学習スポーツ課長（関谷 学君） 

   市の指定文化財の所有者に、年間、管理公開謝礼というものを、１件１万円、予算措置

しております。指定されたばかりですので、来年度以降所有者に対して保存に対する理解
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を深めていけたらと思っております。 

委員長（山城清邦君） 

   田野倉委員。 

委員長職務代理者（田野倉美保君） 

   今、あきる野市の指定文化財はいくつくらいあるのでしょうか。 

生涯学習スポーツ課長（関谷 学君） 

   資料が手元にございませんので、詳細はわかりませんが、およそ百何十件かと思います。 

委員長職務代理者（田野倉美保君） 

前回の定例会の際にガイドブックなどあるんですかとお伺いしたかと思いますが、休日

など五日市近郊でハイキングされている方は非常に多いので、文化財をめぐるハイキング

やウォーキングコースなどといった形で活用していければ、文化財のＰＲにもなるし、市

民の方にも知っていただく良い機会になるのではと思いました。せっかく説明板を立てる

ということであれば、文化財をめぐるハイキングコースをつくって、ＰＲをしていくこと

ができたらいいかなと思います。 

委員長（山城清邦君） 

   地図がありませんでしたか。 

   関谷課長。 

生涯学習スポーツ課長（関谷 学君） 

   今まで文化財を紹介したコースの地図もございます。また、観光担当課と連携して、「あ

るきたくなる街 あきる野」をコンセプトに今さまざまな情報発信をしております。観光

担当課で発行する資料の中にも積極的にそういったものを入れていただくように、連携し

ながら取り組んでおりますので、今回指定になった文化財も広く知っていただくため取り

組んでいけたらなと考えております。 

委員長職務代理者（田野倉美保君） 

   ぜひお願いします。 

委員（宮田正彦君） 

   質問ではないんですが、五日市郷土館にはかやぶき屋根がありますよね。ほかの市は、

大体管理人がいないようで、いろりがあっても火を焚いていないところがほとんどで、焚

いているところのほうがかえって珍しい。ハイキングに行かれる方も多いですし、そうい

う点でも、興味ある方いっぱいいらっしゃるのでＰＲできるところは積極的にしていくと

いいかなと私も思います。 

   以上です。 

委員長（山城清邦君） 

   これはご意見ということでよろしいでしょうか。 

委員（宮田正彦君） 

   はい。意見としてで結構です。 

委員長（山城清邦君） 

   関谷課長。 

生涯学習スポーツ課長（関谷 学君） 
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   確かに古民家は復元して、お話のあったとおり開放して見ていただくだけのものと、中

に管理人がいて、いろりで火を焚くものもございます。いろりで火を焚くことで、虫よけ

になります。家は人が住んで空気を通さないとどんどん傷んでいきますので、そういった

ためにも必要かと思います。入ったときにいろりのにおいがすることで昔の生活様態の復

元という意味もございます。あのにおいがあって昔の古民家の生活を感じていただくとい

う大きな意味合いもございます。五日市郷土館には管理人を置きまして、いろりを焚いて

おります。 

委員長（山城清邦君） 

   よろしいですか。 

委員（宮田正彦君） 

   はい。 

委員長（山城清邦君） 

   特に珠陽院の巳待供養塔は伊奈石で、先ほど関谷課長もおっしゃったように風化が激し

い石ですから、早く覆いをつくっていただくようにお願いしたいと思います。 

   私のほうから２つ質問があります。１つは、巳待供養塔というのは確かに珍しいと思い

ますので、一体どういうものなのかご説明願えればということと、それからもう一つは、

市神様ですが、指定理由の中段に、承応２年の古記録に、五日市村に新市を立てて、市祭

りを行ったことが記されていることから、このときには既にこの石が市神として祀られて

いた可能性が高いと書いてありますが、このときに祀られていた可能性があるぐらいの記

載の方がいいのかなと思いました。市が始まってから石が立つということも論理的には考

えられるので、市が盛んになったからこの石を祀ろうという流れも考えられなくはないの

で、高いというよりも、可能性があるぐらいの記載のほうがいいのかなと私としては感じ

ました。 

   関谷課長。 

生涯学習スポーツ課長（関谷 学君） 

   まず、巳待の意味ですがお日待ちの一種でございます。巳の日は弁財天を祭る縁日です

が、弁財天が川の神様であり、蛇をイメージすることから巳の日になったと考えられてお

ります。お日待ちとは一般的にその日にみそぎをして、精進をし、夜明かしをするという

ことが主でございまして、巳待も巳の日に信仰を持った地域の人たちがこもって、身を清

めてお祈りしたりして、夜を明かすということが一般的に考えられる習俗でございます。 

   五日市の市神様につきましては、指定理由にございますように承応２年に新市を立てて

市祭りを行ったという記録はあるんですが、実際には市自体はもっと古くからやっていた

ものと考えられております。この新市を立ててというのは、江戸の町が整い、それまでと

違って炭市として栄え始めたことで行われた市祭りなんです。それまでももちろんやって

おりましたが、江戸の町が整ってから五日市は炭の需要が高まり、市が非常に栄えたとい

うことなので、市祭りを行ったということです。市祭りを行うというのは、１つには、も

ちろん市神様に依り代におりてきてもらって、市の繁栄、公正な取引を願うということ、

また、五日市で市をやっているんだという対外的なアピールといった要素がございます。

五日市は伊奈の市と市争いを繰り返してきた土地柄でございまして、そういった、うちの
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ほうが本当の市だという、いわばそういったアピールの行為という意味も多分にございま

した。 

   先ほど申し上げたとおり市祭りをするというときには、市の神様におりてきてもらうわ

けですから、当然そこには依り代としての何らかの対象物があるはずでございます。この

石が恐らくそのときには既にあって、そういった祭りが行われていたんだろうと思います。

ただ、先ほど申し上げたとおりそれ以前から当然市はございましたので、記録的に見られ

るのはこの部分ですが、それ以前からそういった祭りが行われて、市神様が祀られていた

というのは十分考えられるところでございます。 

委員長（山城清邦君） 

   詳しい説明ありがとうございました。 

   ほかにご質問は、よろしいですか。 

《なし》 

委員長（山城清邦君） 

   質問がないようですので、質疑を終了いたします。日程第４ 議案第１３号あきる野市

指定文化財の指定については、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

《異議なし》 

委員長（山城清邦君） 

   異議なしと認めます。日程第４議案第１３号あきる野市指定文化財の指定については、

原案のとおり承認されました。 

   続きまして、日程第５ 議案第１４号あきる野市指定天然記念物の指定の解除に関わる

諮問についてを上程いたします。 

   提出者は説明をお願いいたします。 

教育長（宮林 徹君） 

   議案第１４号あきる野市指定天然記念物の指定の解除に関わる諮問についての議案を提

出します。 

   生涯学習担当部長から説明をいたします。 

委員長（山城清邦君） 

   山田部長。 

生涯学習担当部長（山田雄三君） 

   それでは、提案理由についてご説明いたします。 

   宗教法人慈勝寺（あきる野市草花１８１１）より、下記物件につきまして文化財の滅失

等の届がございました。このため、あきる野市文化財保護条例第３９条第５号の規定によ

りまして、あきる野市文化財保護審議会に諮問したいので委員会の承認を求めるものでご

ざいます。 

   記書きの下でございます。１、指定の種別、天然記念物。２、名称及び員数、慈勝寺の

タブノキ１本。所在地、あきる野市草花１８１１。４、所有者、宗教法人慈勝寺、あきる

野市草花１８１１。５、滅失の理由でございます。平成２６年２月１５日の大雪により倒

壊したためということでございます。 

   こちらにつきましてもう少しご説明いたしますと、２月の２回目の大雪のとき、指定さ
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れていたタブノキが雪の重みで２方向に折れました。１つがお寺の本堂に枝がぶつかりま

して、本堂が壊れてしまいました。もう一方の枝が隣のトイレのほうに倒れまして、もし

人がいたら相当危険だったという状況もありまして幹の根元から切り落とさなくてはいけ

ませんでした。タブノキであれだけの幹回りがあるということで天然記念物になっていた

んですが、根元から切ってしまったので、今回残念ですが滅失届が所有者から出されたの

で諮問をさせていただきたいと。 

   説明については以上でございます。 

委員長（山城清邦君） 

   樹齢はどのくらいと推定されていたんでしょうか。 

   関谷課長。 

生涯学習スポーツ課長（関谷 学君） 

   樹齢はわかりません。この樹木は昭和５０年に指定をされたものなんですが、その当時

で樹高が１７メートル、幹回りが４．１メートルという計測数字がございました。 

委員長（山城清邦君） 

   恐らく今回の大雪で影響のあった一番大きな建物被害だったのかもしれませんね。 

   質問はいかがでしょうか。 

《なし》 

委員長（山城清邦君） 

質問がないようですので、質疑を終了いたします。日程第５ 議案第１４号あきる野市

指定天然記念物の指定の解除に関わる諮問については、原案のとおり承認することに異議

はございませんか。 

《異議なし》 

委員長（山城清邦君） 

   異議なしと認めます。日程第５議案第１４号あきる野市指定天然記念物の指定の解除に

関わる諮問については、原案のとおり承認されました。 

   議案は以上ですので、報告事項に移ります。 

日程第６ 報告事項（１）あきる野市就学援助費支給要綱の一部改正について、報告者

は説明をお願いいたします。 

   小林課長。 

教育総務課長（小林賢司君） 

   それでは、報告事項（１）あきる野市就学援助費支給要綱の一部改正につきましてご説

明をさせていただきます。資料につきましては改正した箇所のみのものと、新旧対照表で

ございますが、説明につきましては改正した箇所のみの資料をもとに説明をさせていただ

きます。 

   まず、支給対象者の変更、第２条関係でございます。変更箇所につきましては太字とな

っております。市内の学校を、市内の公立学校に変更いたしました。変更理由でございま

すが、就学援助費制度は各市町村の要綱等により実施されており、区市町村によっては私

立学校に在学している児童生徒を対象外としているところもあります。このようなことか

ら当市の私立の学校に在学している児童生徒の保護者から当市への申請が見受けられるよ
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うになったことから支給対象者を制限する必要が生じたためでございます。 

   次に、申請の変更、第４条関係でございます。就学援助費申請兼認定台帳を、就学援助

費支給申請書に変更するものです。様式を申請書のみに変更するものでございます。 

   次に、支給項目の変更、第６条関係でございます。第６条の第２項といたしまして、前

項の規定に関わらず、認定者が他の区市町村から支給を受けることができる項目について

は、支給をしない旨を追加したものでございます。変更理由でございますが、支給対象者

のうち区域外通学等で市内の公立学校に在学する児童生徒の保護者で、住所地から受給す

ることができる項目については支給しないことを明確にするためでございます。 

   次に、支給方法の変更、第８条関係でございます。第８条第２項といたしまして、前項

の規定にかかわらず、給食費については、認定者が支払うべき学校給食費に未納がある場

合には、当該認定者の同意を得て、当該学校給食費に充当することができるものとするを

追加するものでございます。変更理由でございますが、学校給食費として支給しているに

も関らず、滞納が増えていることから当該認定者の同意に基づきまして就学援助費を充当

することができるようにするためでございます。このことにより、給食費の滞納整理の推

進及び事務簡素化にも繋がるというものでございます。 

   最後でございます。支給時期の変更、第９条関係でございます。就学援助費につきまし

ては支給時期が９月、１月、３月となっておりまして、ただし書きとしまして、修学旅行

費と医療費は教育委員会が別に定めた日となっておりました。このただし書きに新入学児

童生徒学用品費等を追加したものでございます。変更理由につきましては、新入学児童生

徒の学用品費等は、いわゆる入学準備金で、入学時に必要となる費用ですので、可能な範

囲で支給時期を早めるものでございます。 

   以上で改正の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。  

委員長（山城清邦君） 

   説明が終わりました。質問はいかがでしょうか。 

   私から２点よろしいでしょうか。 

   最初のページの１の（２）、私立学校の生徒に対する支給の制限ですが、現に私立学校に

在学している児童及び生徒の保護者から当市への申請が見受けられるようになったとあり

ますが、この背景にはどんなことがあったのでしょうか。 

   それともう一つは、裏面の４、支給方法の変更の第２項に当該認定者の同意を得て充当

するとなっていますが、同意を得るということは、これは要件にならざるを得ないんでし

ょうか。 

   以上です。 

教育総務課長（小林賢司君） 

   まず１点目でございますが、たまたま今２件該当がありまして、瑞穂にお住まいの方と

八王子にお住まいの方で、菅生中学校に通われている方に支給をしておりました。ただ、

他市を調べてみて、やはり就学援助費というのはお住まいになっているところで支給をす

るというのが原則でございますので、当市でもその点を見直ししました。 

   もう一点の給食費の関係ですが、前々から就学援助については、本来口座に振込みをす

るのですが、給食費が未納の場合には役所へ来ていただいて、そこで学校給食課と教育総
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務課の両方の職員が立ち会いまして就学援助費を現金支給して、そこから給食費を支払っ

ていました。事務的にも大変なこともありまして、今回申請する際に、申請書に一筆を書

いていただくと、滞納した場合には給食費に充当することができると。そうすることによ

って現金支給がなくなり、給食費の滞納もその分減ってくるということで今回の改正をす

るものでございます。 

委員長（山城清邦君） 

   一般的に、私立学校に行く方が就学援助費を申請することに疑問を感じると思います。

何か背景があったのでしょうか。 

教育総務課長（小林賢司君） 

   背景といいますか、過去にあった理由としては、ご両親健在で、私立の学校へ行ったん

ですが、在学中にお父さんが亡くなったので支給を受けたいというケースがありました。

今回該当している２件の方の背景はちょっとわからないんですが、そういったこともある

のかなと思っております。 

委員長（山城清邦君） 

   生活の急変があったんではないかということですね。 

   ２点目の質問については、申請書に同意事項が入っていて、同意してもらわないと要件

が満たされず、申請書が作成できないということなのですか。 

教育総務課長（小林賢司君） 

   同意書を書く欄がありますので、説明をして、書いていただくことになるかと思います。 

委員長（山城清邦君） 

   やはり同意が必要なんですか。 

教育総務課長（小林賢司君） 

   本来給食費は、就学援助費を支給する前に保護者の方に立てかえて払ってもらい、その

後に支給するという形になっているんですが、なかなかそうしていただけない世帯が多い

ので、４月からは申請時に同意していただくと。年３回就学援助費を支給し、給食センタ

ーと教育総務課の職員の四、五人ずつで手続きしますので事務量も多くなります。一筆書

いていただくことによって給食費の滞納整理にもなるのかなと考えております。 

委員長（山城清邦君） 

   丹治委員。 

委員（丹治 充君） 

   第９条の関係ですが、就学援助費の中で修学旅行や移動教室は、時期によっては学校の

ほうで年度末に精算するか、行事が終った月で精算できれば事務上も非常に学校は楽にな

るかと思います。この改正は、９月に修学旅行があった場合、９月の下旬頃に就学旅行の

援助費を出していただけるということなのでしょうか。 

教育総務課長（小林賢司君） 

   今までも修学旅行費などは別に定めて、なるべく早目に出すように考えていました。な

かなか事務量も多いですが、極力早目に、丹治委員がおっしゃるようにしていけたらなと

思っています。今回の改正につきましては新入学児童生徒学用品費等についても当然４月

に必要なお金になりますので、９月よりも早目に、できるだけ早目に支給したいと考えて
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います。 

委員（丹治 充君） 

   そのようにしていただけたらと思います。 

委員長（山城清邦君） 

   ほかにご質問はありますか。よろしいですか。 

   今、支給対象は何％ぐらいでしたでしょうか。 

教育部長（鈴木惠子君） 

   小学校については１４％台、中学校については１７％台になります。 

委員長（山城清邦君） 

   世帯数ではなく生徒数のですか。 

教育部長（鈴木惠子君） 

   生徒数のです。 

委員長（山城清邦君） 

   やはり年々増えてきているのでしょうか。 

教育部長（鈴木惠子君） 

   微増ですが、増加をしております。 

委員長（山城清邦君） 

   田野倉委員。 

委員長職務代理者（田野倉美保君） 

   関連してなんですが、給食費の未納というのは何パーセントくらいあるんですか。 

学校給食課長（木下義彦君） 

   就学援助費の該当者で給食費の未納が約１，０５０件ございます。そのうちの約１２０

件が現金支給の対象の方になります。その方が今回の要綱改正で納めていただけるように

なるかと思います。 

委員長（山城清邦君） 

   鈴木部長。 

教育部長（鈴木惠子君） 

   補足させていただきます。２４年度の収納率が現年度分で９９％ですので、１％の方が

最終的に未納になっているということです。 

委員長職務代理者（田野倉美保君） 

   未納の場合は、次の年に繰り越して前の分を支払わず、そのままもう未納で、また次の

年を迎えるということなんでしょうか。 

委員長（山城清邦君） 

   木下課長。 

学校給食課長（木下義彦君） 

   滞納になりますと５年間追いかけさせていただきます。５年間のうちにはほぼ納付をし

ていただいています。５年間を過ぎましても納めない場合には不納欠損の手続をとらせて

いただきます。１件、２件程度で、他市へ転出して行き先が不明で追えないといったこと

でない限りはございません。 
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委員長（山城清邦君） 

   他に質問はありませんか。 

《なし》 

委員長（山城清邦君） 

それでは、日程第６ 報告事項（１）あきる野市就学援助費支給要綱の一部改正につい

ては、報告として承りました。 

   それでは次に、報告事項の（２）平成２５年度「児童・生徒の学力向上を図るための調

査」結果について、報告者は説明をお願いいたします。 

   梶井指導主事。 

指導主事（梶井ひとみ君） 

   それでは、平成２５年度児童・生徒の学力向上を図るための調査についてでございます。  

   まず、調査の概要について、１、主な目的ですが、（１）、児童生徒一人一人の「学習指

導要領に示されている目標及び内容」及び「読み解く力」の定着状況を把握する。 

   （２）、各学校は、教育課程や指導方法等にかかわる自校の課題を明確にし、その改善・

充実を図るとともに、児童生徒一人一人の学力の定着と伸長を図るということでございま

す。 

   ２、実施日につきましては、平成２５年７月４日木曜日です。  

   ３、調査対象は、都内公立小学校第５学年、都内公立中学校第２学年。あきる野市では、

第５学年７５０名、第２学年７２２名が対象でございます。 

   ４、調査内容。主な調査内容は大きく分けて２点ございます。学力調査と意識調査で、

学力調査につきましては、小学校が４教科、国語、社会、算数、理科、中学校は５教科、

国語、社会、数学、理科、英語でございます。意識調査につきましては、学習意欲、学習

方法、生活習慣等、また学校に対して指導方法や教育条件の整備等についての質問でござ

います。 

   それでは、１枚おめくりいただきまして、２ページでございます。調査の結果の概要と

考察について。 

１、調査結果の概要についてです。まず、（１）としまして、下位層の割合について示さ

せていただいております。下位層とは、東京都の平均正答率マイナス５％未満にいる児童

生徒を示しております。少しわかりにくいので、２枚おめくりいただきまして、４ページ

目の調査の結果についてのグラフをご覧ください。１としまして、小学校の結果、国語で

ございますが、あきる野市は棒グラフ、東京都が折れ線グラフで教科ごとの調査問題の正

答者数の割合を示したものでございます。国語につきましては、全問正解が２１問という

ことで、その正解者の割合をあきる野市と東京都でそれぞれ示しているものでございます。

こちらの国語でいいますと、大体１３問から１４問の間に線を引き、それよりも下、ゼロ

問から１３問程度のところに位置している割合を下位層と見ていただければいいかなと思

います。国語について大体１３問から１４問の間でございますが、社会については１５問

と１６問の間、算数については、２０問と２１問の間、理科につきましては１３問と１４

問の間というところでございます。中学校につきましては、国語が１５問と１６問の間、

社会が１２問と１３問の間、数学が１１問と１２問の間、理科が同じく１１問と１２問の



- 22 - 

 

間、英語が１３問と１４問の間でございます。大体この線よりも下の層を下位層と見てい

ただければと思います。 

   それでは、２ページに戻ります。小学校につきましては、全ての教科において、都と比

較すると１０ポイント以上この下位層の割合が高く、特に国語、算数については１５ポイ

ント以上高くなっており、学力の定着に課題があります。 

   中学校につきましては、全ての教科において、都と比較すると５ポイント以上高く、特

に国語については１５ポイント近く高くなっており、学力の定着に課題があると考えてお

ります。 

   ２の学習に関する意識につきましては、こちらは６、７ページに出ております。小学校

で授業は楽しいですかという質問に対して、楽しい、少し楽しい、余り楽しくない、楽し

くないといったような回答で、下から見ますと、国語の市、そして国語の都というふうに

並んでおります。こちらを見ていただきますと、小学校は都と比較すると国語及び算数は

「楽しい・少し楽しい」と回答した割合は高く、全ての教科の中で見ますと理科が「楽し

い・少し楽しい」と回答した割合が高くなっております。 

また、具体的に楽しい、わかるといった授業はどういった要因かという質問に対しては、

全ての教科において都と比較すると、「お互いに意見を出し合ったり、学び合ったりする」

「自分で考え、考えたことを発表する」を選択した児童の割合は低く、「わからないときに

は先生に聞くから」を選択した児童の割合が高くなっております。ほとんどの教科におい

て「先生の教え方が丁寧だから」「わからないときには学校の先生に聞くから」を選択した

児童が増加しております。また、各教科においては平成２４年度と比較すると、特に教科

の特性に関する要因を選択した児童が増加しております。例えば国語でいうと、読書が好

きだから、社会では世の中の出来事を知ることが好きだから、算数ではコースに分かれた

少人数の学習があるから、算数の問題にはいろいろな解き方があるから、理科では自分で

予想し、それを確かめる授業が多いから、観察したり、実験したりする授業が多いからと

いったような内容です。 

中学校につきましても同様に見てみますと、都と比較すると社会、数学、英語が「楽し

い・少し楽しい」「よくわかる・どちらかと言えばわかる」と回答した割合が高いです。ま

た、全ての教科の中では英語が「楽しい・少し楽しい」と回答した割合が一番高いです。

また、全ての教科において平成２４年度と比較すると、「自分で考え、考えたことを発表す

る」を選択した生徒の割合が１０ポイント以上増加しており、都と比較してもこちらは３

ポイント以上増加しております。また、全ての教科において「先生の教え方が丁寧だから」

を選択した生徒も増加しております。各教科の特性に関する要因を選択した生徒も小学校

と同様に国語、社会、数学、理科、英語ともに同じような理由で増加しております。 

それでは、３ページをご覧ください。３、家庭学習の時間についてです。小中学校とも

に平成２４年度と比較すると、「学習している」と回答した児童生徒の割合が増加しており

ます。２としましては、一方で都と比較すると「３０分以上学習している」と回答した児

童生徒の割合はまだ低い状況です。 

調査結果の考察につきまして、まず１点目として、授業改善のための視点ということで

書かせていただいております。平成２４年度と同様に東京都は、「小中学校ともに「授業が
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楽しい・わかる」と感じている児童生徒ほど平均正答率が高いという本調査の結果から、

「学習への関心や意欲の高まりが基礎的・基本的な知識・技能の習得や思考力・判断力・

表現力等の育成に密接に関係している」と報告しております。 

また、「児童生徒の興味・関心を喚起し、学習意欲や学習態度を育む指導の工夫として、

『お互いに意見を出し合ったり、学び合ったりする』、『自分で考え、考えたことを発表す

る』、『実際に体験する』などの視点から授業改善を図ることが大切である」と報告してい

ます。 

本市では、小中学校ともに都と比較すると「授業が楽しい・わかる」を選択している割

合が高い傾向にありますが、平均正答率と結びついてはおりません。改めて「学力向上に

つながる楽しい授業・わかる授業」について考える必要があります。 

小学校においては、平成２４年度と比較すると「先生の教え方が丁寧だから」を選択し

た児童の割合が増加していることから、先生が一人一人の実態を把握し、丁寧に指導して

いることがうかがえます。 

しかし、都と比較すると、平成２４年度と同様に、「わかる授業」の要因として、「わか

らないときは学校の先生に聞くから」を選択した児童の割合が高く、「お互いに意見を出し

合ったり、学び合ったりする」「自分で考え、考えたことを発表する」などを選択した児童

の割合は低いです。このことから児童自身が授業に対して主体的に取り組んでいるという

意識が低いと思われます。 

各学校は、児童生徒の学習への関心、意欲を高め、確かな学力の向上を図るための指導

の工夫について「お互いに意見を出し合ったり、学び合ったりする」「自分で考え、考えた

ことを発表する」「実際に体験する」などの視点からより一層の授業の見直しを図り、「楽

しい授業」「わかる授業」を行う必要があると思われます。 

中学校においては、平成２４年度と比較すると、「わかる授業」の要因として、特に、「お

互いに意見を出し合ったり、学び合ったりする」「自分で考え、考えたことを発表する」を

選択した生徒の割合は増加しており、一定の授業改善が図られていることがうかがえます。 

②としまして、本市は平成２４年度同様小中学校ともに、学力の定着状況には課題があ

り、都と比較すると下位層の割合が高い状態です。特に国語と算数・数学については下位

層の割合が高くなっております。 

また、設問ごとの正答率の結果を見ますと、こちらも都と比較して小中学校ともに漢字

の読み書きや計算など、「知識・理解・技能」において差が見られます。 

平成２６年度は、全校で「補充的な学習の時間」を活用し、漢字や計算に取り組むとと

もに、学力向上推進委員会において、市の実態に即した独自のドリルを作成し、各学校に

おいて基礎・基本の定着を図っていくこととしております。 

２としまして、学校と家庭との連携を図った指導の充実です。都は、平成２４年度と同

様に、本調査の結果として、「家庭での学習習慣が身についている児童生徒ほど平均正答率

が高い傾向がある」と報告しており、家庭学習の習慣が学力の定着状況と関係していると

言えます。 

本市では、平成２４年度と比較すると、家庭学習の時間は増加しているものの、都と比

較するとまだ短い傾向にあります。 
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各学校は、小中一貫教育の視点を踏まえ、日々の授業との関連を十分考慮した宿題等の

課題を与え、家庭での学習時間を３０分以上確保すること、テレビやゲームの利用の仕方

等についてルールを決めることなど、児童一人一人が基本的な生活習慣や学習習慣を確立

できるように、保護者との連携を一層推進することが必要だと言えます。 

以上で私からの報告とさせていただきます。 

委員長（山城清邦君） 

   ありがとうございました。 

   なかなか厳しい内容が報告されましたが、この報告について何かご質問、ご意見ござい

ましたらどうぞ。 

   田野倉委員。 

委員長職務代理者（田野倉美保君） 

   調査結果について質問なんですが、２ページの調査結果の概要についてというところを

見ると、小学校では都と比較すると１０ポイント以上、中学校では５ポイント以上高くな

るということで、都と差が狭まったような印象を受けます。東京都の中学校というのは、

私立に進学された方を除いた、公立中学校のみということですよね。あきる野市では私立

中学に行かれる方というのはそれほど多くないと思います。都内のほうですと約半分が私

立中学に行ってしまっているところもあると思うので、この結果から中学校になると学力

の差が狭まったとは言えないのではないかと、私個人的には考えるんですが、その辺はい

かがでしょうか。 

委員長（山城清邦君） 

   梶井主事。 

指導主事（梶井ひとみ君） 

   確かに単純に小学校と中学校でという形で都と比較するのはなかなか難しいと思います。

やはり小学校ではこういった実態、中学校ではこういった実態という形で捉えていく必要

があるかなと考えております。 

委員長（山城清邦君） 

   田野倉委員。 

委員長職務代理者（田野倉美保君） 

   考察のところで書いてくださっていますが、学校訪問に行っても、各学校の先生方がす

ごく一生懸命授業の方法ですとか、どうやったら子供たちが授業をわかるかとか、すごく

工夫して頑張っていらっしゃるのを感じます。それを受けて児童・生徒の「学校の授業は

楽しい」という回答がすごく高いのだと思います。ただ、それが学力と結びついていない

というのは、授業はわかるけど、家に帰るとわからなくなるっていう生徒が多分多いのだ

と思います。来年度、朝の補充学習の時間を各学校とっていただいて、基礎、基本の定着

を全市的にやっていただくということで、非常に期待が持てるなと思っております。もう

一つ、家庭学習も毎日３０分以上確保するという、それを本当に各学校、小学校の小さい

うちから、学年掛ける１０分というように、１年生１０分、２年生２０分という形で積み

上げていって、６年生で約１時間勉強するのが定着すれば、学力というのも向上してくる

んではないかと期待しております。 
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   以上です。 

委員長（山城清邦君） 

   千葉課長。 

指導担当課長（千葉貴樹君） 

   今ご指摘いただいたように、授業のときはわかるんだけど、少したつと忘れてしまうと。

来年度から実施するんですが、全学年で身につける力が本当に定着しているのかというと

ころにポイントを置いた補充的な学習の時間にしたいと思っております。 

   それから、先ほどの中学校に上がると私立に流れてしまうというお話がありました。梶

井指導主事が申し上げたように小学校は小学校、中学校は中学校で個別に見る必要がある

とは思うんですが、都との比較ですので、小学校よりも中学校のほうが狭まっているとい

うデータは、やはり小学校のほうがもう少し頑張らなきゃいけないといったことが見てと

れるのかなと感じます。 

委員長（山城清邦君） 

   宮田委員。 

委員（宮田正彦君） 

   調査結果の考察についての３ページの一番下の、市の実態に即した独自のドリルを作成

というのは、市が作成して、それを学校に配付して、各教科の担任がそれを使用するとい

う形態でよろしいんでしょうか。 

委員長（山城清邦君） 

   梶井主事。 

指導主事（梶井ひとみ君） 

   こちらにつきましては平成２６年度学力向上推進委員会の中で、国語と算数、数学につ

きまして、特に市の実態に応じた苦手なところを強化するよう基礎、基本の定着を図ると

いったようなことを目指したドリルの作成をいたします。その中で各学校一人一人の実態

に応じて、プリントを活用していただくことになっております。 

   学力向上推進委員会というのは、市の小中学校の先生にそれぞれ代表で出ていただき、

教育委員会と先生方でドリルを作成するものでございます。 

委員長（山城清邦君） 

   新村部長。 

指導担当部長（新村紀昭君） 

   補足をさせていただくと、先生方につくっていただくことで、より自分の目の前の子供

たちにどんな課題があって、わからないことをわかるようにさせるためにはどういう問題

をつくって、どういうことを教えていくことが大事なのかということを自分自身で体験し

ながら考えることになるわけです。そういうことを考えていただくことがまず大事なこと

なので、教育委員会主導ではその実態に合っていきませんので、先生方自身にはご苦労か

けることにはなりますが、それは決して無駄な時間にはなりません。機械的につくるんで

はなくて、何が必要かということを考えてもらうということが、授業改善の一つの視点に

もなって、先生方の指導力の向上にも結びつくと考えられると思います。 

   以上です。 
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教育長（宮林 徹君） 

   どうしても当事者意識を持つことが難しいところがあって、学力が低いというのはわか

っているんだけども、そういうふうに低いのは先生がそうさせているんだろうとは誰も言

わないからね。でも、実は先生なんだよね。そういうことを思ったときに、今のような取

り組みはとても、先生も入っている委員会ですから、これは期待できるなと思います。 

   それからもう一つ、やはり学力だけじゃなくて、家庭教育の問題は今本当に市を挙げて

私たち関係者はいろんなところで言っていかないといけないと思うんですね。先日、青少

年問題協議会があって、それぞれの代表の人が来ているときに、警察の人もいろんなこと

を、来て言ってたけど、要は今本当に家庭を見直さないと毒されちゃっている家庭が多い

と。私はこれ、家庭学習なんていうのも相当意図的にやらないと、例えば家庭学習ノート

なんていうのを全員に持たせて、毎日何時間勉強したか、何を勉強したかっていうノート

を翌日持ってこさせて、先生がめくら判でも何でもいいから押して返していくとか。そう

いうことをやっていかないと、口で幾ら言ってもだめだね。そのくらい家庭での、家へ帰

ったら必ず今日一日学んだことの復習を何か１科目やるとか、３０分間とか、１時間とか。

そういうことで追い込んでいかないと、家に帰ってからゆっくり机に向かってなんていう

のはないと思うんです。それとセットでやっていかないと、家庭教育そのものがもう崩壊

しちゃっているんだもの。 

委員長（山城清邦君） 

   現に市内でも学校間によって、都との比較では数値がかなり違っている傾向もあります

よね。いろんな要因があるとは思うんですが、おっしゃるように、スマフォのことを盛ん

に警察の方が言っていましたね。特に最近親が考えている以上にそれはひどい実態がある

んではないかということをおっしゃっていました。そういう問題と、それからやはり、例

えば計算能力だとか、肝心の読み書きの能力だとか、勉強する上で基礎的な段階でつまず

いているというのは、逆に言うと子供たちもかわいそうかなという気がします。独自のド

リルを作成することによって、まずその辺の基礎的なところを克服する。わからなかった

ら先生に聞くからいいんだという傾向が強いようですが、それを授業方法を改善し、意見

を出し合い、考え、発表し、という活動を子供たちが取り組めるような授業に改善して行

くという、２段階といいましょうか、そういったものが必要なのかなという感じがしてお

ります。ひとまず実態に即したドリルをやってみて、子供たちが授業をわかる上で、ある

いは文章を書いたりする上で、あるいは算数、数学をする上で基礎的な能力というのをま

ずつけさせてあげることをまずは取り組んでいただいて、なおかつその上で授業改善して

いただけるとうれしいなと私は感じます。 

   丹治委員、何かありますか。 

委員（丹治 充君） 

   先ほど教育長もお話になっていましたが、基本的な生活習慣ができていない家庭の子供

はやはり学力にも反映してくると思います。そういった点で今回の調査の中では山城委員

がお話しされたように場合によっては、落ち着きが見られないような学校であれば、恐ら

くそれを反映した成績ではないかと。過去にもそういう事例はたくさんあります。その辺

を市全体の中で考えていかなくてはならないし、いよいよ小中一貫が始まりますから、共
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通の年間指導計画も恐らくつくられるでしょう。今回の調査は総体的な学習を積み上げて

きた確認ですが、各学校でやるテスト等については小中一貫のことも鑑みて、ぜひ分野ご

と、単元ごとでテストをやってみたらいかがでしょうか。そこで確認することがやはり必

要になってくるのではないかと思います。そういう点では恐らく今までも指導室のほうか

らも指導いただいていると思いますが、現場でも小中一緒に問題を作成するのは非常に少

ないと思います。やはりその辺の支援をしていかなければならないのかなと思います。 

   最終的には家庭教育も大事になります。うちはうち、よそはよそ、ではなく、子供の指

導については学校の教育目標があるわけですから、家庭の中にもそれを浸透させていくよ

うなお話を各学校でもしていくべきだろうと思います。 

   以上です。 

委員長（山城清邦君） 

   千葉課長。 

指導担当課長（千葉貴樹君） 

   ご指摘いただきましたように小中一貫教育が始まりますので、中学校においては重点教

科を絞って、例えば国語であれば説明的な文章に合ったワークシートをつくる、そういっ

た取り組みをしている中学校もございます。 

   それから、特に中学校は家庭学習をしっかりやらなくてはいけないということで、マニ

ュアルや家庭学習ノートを中学校区内で、小中で一緒につくっていくという取組も出てき

ておりますし、今後その辺から充実されていくのかなと思います。 

     以上です。 

委員長（山城清邦君） 

   ありがとうございました。 

   よろしいですか。 

《なし》 

委員長（山城清邦君） 

   では、本件は報告として承りました。 

   重い課題だと思いますけれども、ぜひよろしくお願いいたします。  

   それでは次に、報告事項（３）あきる野市スポーツ推進計画市民検討委員会設置要綱の

廃止について、報告者は説明をお願いいたします。 

   岡野課長。 

スポーツ・公民館担当課長（岡野要一君） 

   報告事項（３）あきる野市スポーツ推進計画市民検討委員会設置要綱の廃止についてで

ございます。 

   最初に、経過報告をさせていただきます。昨年８月にスポーツ推進計画が策定されまし

た。また、２月の教育委員会で審議いただき、３月議会にも上程したスポーツ推進審議会

条例が定められることになり、推進体制も整ってまいりました。このことに伴いましてあ

きる野市スポーツ推進計画市民検討委員会設置要綱を廃止するものでございます。 

   廃止日は通達日でございます。 

   以上です。 
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委員長（山城清邦君） 

   ご質問ございますか。よろしいですか。 

《なし》 

委員長（山城清邦君） 

   では、本件は報告として承りました。ご苦労さまでした。 

   それでは次に参ります。報告事項（４）あきる野市社会教育関係団体補助金交付要綱及

びあきる野市社会教育関係団体登録要綱の一部改正について、報告者は説明をお願いいた

します。 

   岡野課長。 

スポーツ・公民館担当課長（岡野要一君） 

   あきる野市社会教育関係団体補助金交付要綱及びあきる野市社会教育関係団体登録要綱

の一部改正についてでございます。この関係につきましてもスポーツ推進審議会条例制定

に伴いまして２つの要綱の一部改正を行うものでございます。 

   第１条、あきる野市社会教育関係団体補助金交付要綱の一部を次のように改正する。  

   第４条中「社会教育委員の意見を聞いて」を「あきる野市社会教育委員の会議又はあき

る野市スポーツ推進審議会の意見を聴いて」に改める。 

   第２条、あきる野市社会教育関係団体登録要綱の一部改正につきましては、第４条第１

項及び第６条中「あきる野市社会教育委員の会議」の次に「又はあきる野市スポーツ推進

審議会」を加える。 

   附則として、この要綱は、平成２６年４月１日から施行するものでございます。 

   以上です。 

委員長（山城清邦君） 

   ありがとうございました。 

ご質問はよろしいですか。 

《なし》 

委員長（山城清邦君） 

   質問がないようですので、本件は報告として承りました。 

   続きまして、報告事項（５）五日市ファインプラザの休館日の変更について、報告者は

説明をお願いします。 

   岡野課長。 

スポーツ・公民館担当課長（岡野要一君） 

   五日市ファンプラザの休館日の変更についてでございます。 

   五日市ファインプラザの指定管理者から提案のあった休館日の変更について、市民サー

ビスの拡大となることから承認をし、次のとおり休館日を変更するものでございます。 

   休館日、毎月第１、第３水曜日。現行は毎週水曜日が休館日となっております。 

   年末年始、１２月２８日から１月３日まで。現行は１月４日までの休館でございます。  

   実施日は、平成２６年４月１日からでございます。 

   以上です。 

委員長（山城清邦君） 
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   ありがとうございました。 

開館日を増やすということですね。 

スポーツ・公民館担当課長（岡野要一君） 

   はい。 

委員長（山城清邦君） 

   ご質問よろしいですか。 

《なし》 

委員長（山城清邦君） 

   それでは、本件は報告として承りました。 

   続きまして、教育委員報告に移ります。 

   教育長。 

教育長（宮林 徹君） 

   それでは、私から。 

   いつものように活動報告に書いてありますが、その中から１つ、２つお話しします。 

   ２月２５日の特別支援教育検討委員会という会議があります。これは特別支援教育を推

進するところのもとになる大きな会ですが、そこで年に２回ほど会議が開かれます。平成

１６年からずっと続けてきて、さまざまな取り組みをしている中で、講師の先生からこれ

から課題としては幼稚園、保育園とのかかわりの中で小中学校をつなげていくという、こ

れが大切なことなんじゃないかという話がありました。現に幼稚園、保育園にも臨床心理

士が巡回相談員に行っていただいていますが、その幼保、小学校就学前の特別支援教育、

養育、保育というのか、そこも手がけていくことによって相当効果的な特別支援教育が進

められるんじゃないかという１つの提案がありました。これをぜひ今後やっていくことに

しようじゃないかと。私はそんなふうに思っています。したがって、今度は幼稚園や保育

園の先生方も特別支援教育検討委員会のようなものをそれぞれの園でつくってもらって、

幼稚園や保育園の先生方だけが集まった特別支援教育の問題をどうするかという勉強会も

していただく。そのときに臨床心理士が行って話をしてつなげていくことができればいい

なと私は思っているところです。園長先生もかかわっているわけですから、ぜひそのとき

によろしくお願いしたいと思います。 

委員長（山城清邦君） 

   恐らく幼保のほうからも要望があると思います。 

教育長（宮林 徹君） 

   自分たちの問題として幼稚園、保育園が特別支援養育をしていくところまで仕掛けてい

けば私もいいなと思っております。 

   それから、３月１０日ですが、初任者研修会の閉講式がありました。本年度初任者は１

８人でしたが、１年間の研修が終わって、最後に閉講式をやりました。やはり１年勉強す

るととってもたくましくなって、１年間の感想を１分ずつみんなで話したんだけれども、

とっても立派に１年間の研修ができた先生方だなと思いました。その間指導してくださっ

た教職員研修センターの先生方をはじめ各学校の先生方、それから教育委員会の指導主事

の先生方に本当に感謝して、１年間終わってよかったなと思います。今年の４月に入って
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くる先生との、この１年間の差というのは物すごく大きいなと思いました。 

   それから、先ほど少しお話しましたが３月１８日に青少年問題協議会がありました。委

員長にも出席していただき、スマフォやメディア漬けになって、子供が壊れ出しちゃって

いるという話を、警察からも具体的な例を挙げて報告を受けました。大変なことになって

いるっていうことです。このまま放っておいたら学力低下という問題じゃなく、子供たち

の生活の根底が覆されてしまう状況があるわけで、相当気をつけないといけないなと思っ

たときに、だから家庭をどうするのかっていう話を私もさせていただきました。これは大

きな問題にもう既になっていると思います。 

   それから、２０日と２４日、中学校と小学校の卒業式がありました。私は西中と草花小

へ行きましたが、大変立派な卒業式でした。委員の方はそれぞれの学校に行かれて思い思

いの感想があろうかと思いますので、ぜひ聞かせていただきたいなと思います。 

   以上です。 

委員長（山城清邦君） 

   ありがとうございました。 

   ３月１０日にある自主研修会というのは、どういうものなのですか。 

教育長（宮林 徹君） 

   管理職になろうとしている先生方、副校長や指導主事や校長になろうと思っている先生

方が集まって、１年間勉強するんです。論文の書き方を教わったりするという勉強会です。 

委員長（山城清邦君） 

   ありがとうございました。 

   宮田委員、初めて卒業式に出席されていかがでしたか。 

委員（宮田正彦君） 

   大変すばらしくて、子供の生きる力をすごく肌に感じて涙腺が思わず緩みました。中学

校にも行かせていただいて、やはり先生が力を入れてやったおかげというところが、いい

意味で見えて身が引き締まる思いでした。ああいう先生方の指導もある程度社会へ巣立っ

ていく上では必要だと思いますので、やはりその辺の中心になる主幹教諭の方の力は大き

いのかなと切に感じました。 

   以上です。 

委員長（山城清邦君） 

   ありがとうございました。 

   ほかの委員さん、卒業式も含めてこの１カ月の感想ありましたらどうぞ。 

   丹治委員。 

委員（丹治 充君） 

   私は、御堂中と屋城小の卒業式に行って参りました。御堂中の生徒たちも十分に指導が

行われ、大変落ちついた様子で式に参列していました。また、環境副大臣の井上信治先生

が屋城小学校にお見えになりました。壇上でご挨拶いただけたらよかったんですが、時間

がなく、紹介だけにとどまっていましたが、屋城小１校ということではなくて、ぜひ機会

がありましたら他の小中の卒、入学式にもいらして下さいというお話はさせていただきま

した。屋城小学校の子供たちも非常に一生懸命やっていました。 
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   以上です。 

委員長（山城清邦君） 

   田野倉委員。 

委員長職務代理者（田野倉美保君） 

   私も中学校は秋多中の卒業式に参列させていただきました。秋多中は１９９名と人数が

すごく多かったです。最初に校長先生からちょっと元気のいい子たちがいるので、もしか

したら式の途中何かあるかもしれませんというお話があったんですが、そういった子たち

もしっかりと卒業証書を受け取って、儀式の際のきちんとした立ち居振る舞いができてい

たのでとても良かったと思います。私がすごく感動したのは、卒業生の決意表明の言葉が

あって、女子生徒と男子生徒と２人出てお話ししてくださったんですが、その中で「自分

たちの学年はずっと荒れた学年と言われて、周りに迷惑をかけて、もしかしたら周りの人

は早く卒業してくれてせいせいするって思っているかもしれないけど、自分たちはこんな

ことじゃ嫌だ、自分たちで何とかしたいんだっていう思いをずっと心の中に持ち続けてき

て、それがようやく合唱コンクールで実を結んで、すばらしい合唱コンクールになり、こ

の卒業式も立派に行うことができた。私たちは約束します。今後あきる野市、日本のため

に立派な大人になることを」と言っていて、すごく感動しました。男の子たちも男泣きと

いうか、涙を流している姿を見て、やはり心の中はまだまだ素直な子たちだな。こういう

卒業式って本当に一つの節目としてすごくいい儀式だなと思いました。 

   小学校は小学校で、「中学生になったら部活を頑張ります」など、一人一人自分の決意表

明をみんなの前で、すごく大きな声で頑張って言っていて、ちゃんと角を曲がるときもし

っかり９０度に曲がるようにというのを何度も練習したような姿が見えてすごくほほ笑ま

しく感じました。本当に立派な中学生になっていただきたいと思いました。 

   以上です。 

委員長（山城清邦君） 

   私は、東中と一の谷小の卒業式へ行ってきました。東中も１８０名という大変多い卒業

生徒数だったんですが、なかなかきちっとした立派な卒業式だったと思います。 

   それから、一の谷小学校は市内では一番小さな学校になってしまいましたが、普通学級

１クラスと特別支援学級の児童４人の１クラス、計２クラスの卒業式でした。どこの学校

も最近はそうなんでしょうが、やはり今もお話がありましたように曲がるところ、それか

ら次の呼名があるまでどこで待つかとか、そういったこともきちんと流れができて練習で

きているようでした。１つ印象的だったのは、卒業生が自分の席から立って、直角に曲が

って壇上に行くんですが、その途中で、真っすぐ歩いてくるとちょうど私が正面にいるん

です。じっと子供の目を見ていたら、大体６割から７割の子がじっと私を見返して、きち

んと目線が合って進んできて、私の前でお辞儀して行きました。式典後に校長先生に目を

見るようにと言ったんですかって聞きましたら、特におっしゃってないようでしたので、

もしかすると現場の先生が一礼するときにはお客さんの目を見るんだよって言ったんじゃ

ないかなと思うんです。あれはとってもよかったです。子供の目を見るとその子、生きて

いる一人の人間の力というようなものを感じるので、私はとてもよかったなと思いました。 

   それから、先ほど教育長もおっしゃったように青少年問題協議会に初めて出させていた
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だきました。福生警察、五日市警察の方々からのお話もありました。それともう一つ、こ

の報告書をつくっていただいたのは何の委員会だったでしょうか。 

教育長（宮林 徹君） 

   青少年委員ですね。子供の居場所についての報告書でしたね。 

委員長（山城清邦君） 

   報告書を見てみますと、意外と家にいる時間は多かったんですよね。ところが、家には

いるけれどもスマフォをしていると。 

   家にいても世界とつながるわけですから、家にいるから安心ではなくて、かえってその

足元に怖い世界が広がっているという。あの報告書なかなか力作でしたよね。たくさんの

アンケートをとってまとめたものを示していただいたんですが、とても勉強にもなりまし

たし、怖いなと思ったのが実感でございました。 

   他にないようですので、教育委員報告を終了いたします。 

   それでは最後に事務局から今後の日程等についてご案内をお願いいたします。 

教育総務課長（小林賢司君） 

   それでは、今後の日程等につきましてご案内をさせていただきます。  

３月３１日月曜日でございますが、退職教職員辞令伝達式を開催いたします。午後２時

３０分からは退職教職員、午後３時３０分からは退職校長となります。ともに市役所５階

５０３会議室となります。 

４月１日火曜日でございますが、午後２時３０分からは教職員辞令伝達式、午後３時３

０分からは新規採用教職員辞令伝達式をともに市役所５階５０３会議室で開催をいたしま

す。 

４月７日月曜日は小学校入学式、４月８日火曜日は中学校の入学式となります。詳細に

つきましては後日ご案内をさせていただきます。 

４月１０日木曜日でございますが、東京都市教育長会教育施策連絡会が午後１時３０分

から開催をされますので、市役所を午前１１時に出発をしたいと考えております。現地で

昼食を済ませたいと思っております。 

最後に、次回４月定例会でございますが、４月２４日木曜日午後２時から５０５会議室

で開催をいたします。 

   以上でございます。 

委員長（山城清邦君） 

   それでは、以上をもちましてあきる野市教育委員会３月定例会を終了いたします。 

   どうもありがとうございました。 

                        閉会宣言   午後４時０７分 


